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建設常任委員会に付託された事件について、審査した結果を御報告いたします。 

議案第１１４号 平成２５年度岩国市一般会計補正予算（第２号） 

本議案のうち、当委員会所管分は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと

決しました。 

議案第１１６号 平成２５年度岩国市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１１７号 平成２５年度岩国市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１２０号 平成２５年度岩国市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１２１号 平成２５年度岩国市水道事業会計補正予算（第１号） 

議案第１２２号 平成２５年度岩国市工業用水道事業会計補正予算（第１号） 

議案第１２３号 岩国都市計画地区計画平田五丁目地区地区計画の区域内における建築物

の制限に関する条例 

議案第１２４号 岩国市空き家等の適正管理に関する条例 

議案第１３０号 岩国市簡易水道条例の一部を改正する条例 

議案第１３１号 岩国市簡易給水施設等条例の一部を改正する条例 

議案第１３２号 岩国市下水道条例の一部を改正する条例 

議案第１３３号 岩国市小規模下水道条例の一部を改正する条例 

議案第１４０号 岩国市水道条例及び岩国市工業用水道条例の一部を改正する条例 

議案第１４２号 愛宕地区排水施設ＪＲ横断部河川改修工事の工事委託に関する基本協

定の締結について 

議案第１４３号 指定管理者の指定について 

議案第１４５号 公の施設の他の団体の住民の利用に関する協議について 

議案第１４６号 他の普通地方公共団体の事務の一部を受託することの規約の制定に関す

る協議について 

議案第１４８号 市道路線の変更について 

議案第１４９号 二級河川の指定廃止に係る意見について 

以上１８議案は、慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと決しました。  
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それでは、審査の状況につきまして、御報告いたします。 

議案第１２４号 岩国市空き家等の適正管理に関する条例の審査におきまして、委員中

から、「空き家等対策審議会の構成及び条例の適用対象となる空き家等について」の質疑

があり、当局から、「審議会については、建築士、弁護士、学識経験者、警察や消防等の

関係行政機関の職員等１０名以内の委員で組織される。 

また、空き家等については、老朽化により倒壊の危険性があったり、草木の繁茂により周

辺に迷惑を及ぼすおそれがある等、管理不全な状態にあるものが対象となる」との答弁があ

りました。 

本議案は、慎重審査の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１３２号 岩国市下水道条例の一部を改正する条例の審査におきまして、

委員中から、「なぜ消費税の増税がされるときに、使用料の改定を行うのか」との質疑が

あり、当局から「普及率の向上、老朽化した施設の長寿命化、雨水対策等にバランスよく

取り組み、世代間の負担公平化を図るため、下水道事業の経営健全化を推進する必要があ

ることから、改定を行いたい」との答弁がありました。 

これを受けて委員中から、「普及率の向上や耐震化等、料金改定の前提となる計画につい

て」の質疑があり、当局から、「幹線整備の促進や早期に団地の取り込みを行うなど効率的

に整備が行えるような計画をたて、普及率の向上につとめていきたい」との答弁がありまし

た。 

続いて委員中から「基地負担をかかえる岩国市において、下水道事業の実施など市民に

目に見える形のものを国に求めていくことについて」の質疑があり、当局から「岩国市は、

国の安全保障政策に多大な協力をしており、市民の安心・安全を第一義におきつつ、地域

振興についても、国全体で岩国市に対して特段の配慮がなされるよう、今後も懸命に働き

かけをしていきたい」との答弁がありました。 
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本議案は、慎重審査の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１４５号 公の施設の他の団体の住民の利用に関する協議についての審査

におきまして、委員中から、「新たに設置されるごみ焼却施設における台風等の災害時の

進入経路及び国が事業を進めている臨港道路の進捗状況について」の質疑があり、当局よ

り、「台風等の災害時に、防潮堤が閉められると搬入路が遮断されるため対策が必要とな

るが、ごみを一時的に別の場所にストックしておく方法、あるいは、新たにルートを確保

する方法等を検討している。 

また、臨港道路については、完成後はこの道路を使用することで、市街地を避けてごみ

を搬入・搬出することができると考えている。現時点では、平成３２年度の完成予定と聞

いているが、できるだけ早期に完成するよう要望している」との答弁がありました。 

本議案は、慎重審査の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 

なお、そのほかの案件につきましては、特に申し上げるべきことはございません。 

以上で、建設常任委員会の審査報告を終わります。 

 


